
（補正指示）

【提出書類】 ・記載内容の確認

・ 財産処分承認申請書（様式第２号）

不備無し

内容適当

・申請書提出後、１か月以上経過しても市から通知等が届かない場合は、お手数をおかけしますが、

市生活環境課（℡0287-23-8775）までお問い合わせください。

⑥ 補助金の返還※

※処分理由が天災その他本人の責めに帰さ
ないやむを得ない事由による場合は、この
限りでない。

（補助金返還の確認）

② 財産処分承認申請 （書類の審査）

（申請内容の審査）

（不受理）

 ③ 申請書の受理

不備有り

① 財産処分事由発生

大田原市クリーンエネルギー自動車導入促進補助金により導入した車両の処分の流れ

申請者
大田原市

生活環境課環境保全係

本庁舎2階

※財産処分制限期間は、普通自動車・軽自動車ともに４年です

 ④ 不承認

⑤ 車両処分

 ④ 承認

　　・財産処分承認通知書の送付


